
【注意】

寒川町開発指導要綱に基づく協議を要する

場合は、上記の流れとは別に協議（期間、

手続き等）を要しますので、寒川町へ早め

の事前相談をしていただくようお願いしま

す。

<問い合わせ先>

寒川町役場　3階　都市計画課

都市計画・開発指導担当

TEL　0467-74-1111　（内線321）

FAX　0467-75-9906

mail  toshikei2@town.samukawa.kanagawa.jp

建築確認申請受理

建築確認済通知 通知受理

施工開始

行為完了届出 受理（経由） 行為完了届受理

許可書写し受理 許可書写し通知

建築確認申請

経由
（３部提出）

不勧告書受理

許可書交付

（３部提出）

意見書作成

申請書と共に提出
申請書受理

（２部提出）

審査 審査

（都市計画法58条2） （建築確認経由）

地区計画届出

（都市計画法第５

８条の２）

（同時に行ってください） （２部提出）

申請書提出 受理（経由）

凡例

【地区計画と土地区画整理法７６条許可申請の届出の流れ】
７６条許可申請の流れ

地区計画と届出の流れ

その他手続きの流れ

平塚土木事務所又は

指定確認検査機関
申　請　者

施　行　者

（組　合）

寒川町・都市計画課

（土地区画整理法76条）

許可書受理

不勧告通知交付

提出先

田端西土地区画整理組合

253-0114

寒川町田端1180番地

TEL 0467-40-4340
FAX 0467-40-4341


